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代引きサービスは販売支援業である 

委員 芝崎健一 

代引きサービスを為替取引に関する新法（新たな規制）の対象外とし届出

義務も課す必要がないとする具体的な意見を、下記の通り提示する。ご意見

を賜りたい。 

１．代引きは新法（新たな規制）の対象とする必要がない理由 

１）半世紀に渡り、実質的な事故が無い。 

２）前提として、国土交通省の許可を受け届出をした運送事業者以外には、

運送行為が出来ない。従って、誰でも自由に参入することは無い。 

３）消費者への二重請求リスクについては、代理受領である以上発生しな

い。さらに、運送業界は代理受領と受領書発行の明確化に通販業界とも

連携し取組んでおり、これにより消費者保護はより堅固なものになる。 

４）支払い資金の保全については、依頼事業者（売り手である荷主）に運

送事業者との契約及び解約の主導権があり、商取引上の事業リスクとし

て捉えられる。これを法的に保護することにより、あえてコスト増を招

く必要はない。 

５）マネーロンダリングについては、事前に依頼事業者の審査を行ってい

る。さらに、代金は必ず商品との引き換えによるので、原因関係が明確

である。従って、マネーロンダリングに利用される可能性は極小である。 

６）犯罪収益移転防止法の性格上、代引きが為替取引に含められた場合、

その規制対象となり、１０万円超は本人確認義務等が発生する可能性を

排除できない。仮に規制対象とされた場合は、サービスの維持・継続が

困難になり、依頼事業者、消費者ともに支払い方法の選択肢が失われ、

新たな不便につながる。 



２．代引きサービスとは 

１）消費者保護については、代理受領を約款もしくは契約で明記し、依頼

事業者か運送事業者いずれかの領収の証となるものを発行するものであ

る。 

２）資金保全については、依頼人は事業者であるから、不要である。 

３）取扱い上限額については、宅配便だけでなく、企業間貨物（ＢｔｏＢ）

の取扱いもあり、各々の運送事業者が事業内容に即して定めている。これ

は３０万円程度と単純に規定できるものではなく、依頼人が事業者である

以上、上限額の設定は不要である。 

４）行政面については、国土交通省の監督下にある運送事業者が、運送行

為の附帯サービスとして行っており、新たな監督官庁は必要としない。 

  

 これにより、代引きを為替取引の定義からはずし、新法（新たな規制）の

対象外とすべきである。 

 

３．他の省庁、団体の意見 

１）経済産業省 産業構造審議会 

２）国土交通省 自動車交通局 貨物課 

３）内閣府 規制改革会議 

４）全日本トラック協会 

５）日本通信販売協会 

６）日本百貨店協会 

                                 

以 上 





代金引換サービスへの新たな規制について

平成２０年１１月１０日

国土交通省自動車交通局

１ 「代金引換サービス」(いわゆる｢代引き｣)は、貨物自動車運送事業者が宅．

配貨物等を配送する際に、荷主との契約に基づき、荷主の代理として配送先

から代金を収受するものであり、貨物自動車運送事業法においては、同法に

基づく標準運送約款に定められた附帯業務である「品代金の取立て」として

位置づけられている。

貨物自動車運送事業者は、契約上、配送先から代金を収受しなけれまた、

ば貨物を引き渡すことができず、かつ、運送行為なき代引きは存在しないこ

とから、代引きは運送行為と密接不可分の関係にある。

． 、 、 、 ． 、２ また 代引きは 端的に言えば １ にあるように品代金の取立てであり

品物の運送とこれに附帯する代金の代理収受の２つの依頼から成り立ってい

るものである。よって、為替取引には該当せず、代引きに為替取引に係る規

制を行うことは適切ではないと考えられる。

３．貨物運送の実態から見ても、代引きは、荷主から貨物自動車運送事業者に

対して求められる代理収受業務であり、これまでも貨物自動車運送において

一般的に行われてきた商取引である。代表的な事業者においては、既に代引

きが半世紀以上にわたって行われているが、貨物自動車運送事業者に起因す

る問題が生じているという事例も承知していない。

． 、 、（ ） 、（ ） 、４ 現在 代引きに関しては １ 供託金制度 ２ 配送先の本人確認義務

（３）登録制度の規制が検討されていると聞くが、当省としては、２．にあ

るように代引きは為替取引ではないこと、また、３．にあるように消費者に

問題が生じている訳ではないことに鑑み、以下のように考えている。

（１）供託金制度について

① 代引きは、荷主の地位を代理して貨物自動車運送事業者が品代金を

受領するものであって、貨物自動車運送事業者が品代金を受領すれば

荷主が品代金を受領したこととなると考えられる。貨物の受け手であ

る消費者から見れば、商品の受領とともに支払いが完了し、領収書も

発行されるため、二重請求のおそれはない。

② 前払式証票規制法における供託金は、商品券などを将来使う者に対

する保護を行うために義務付けられているものであり、商品の受領が

品代金の取立てと同時に行われる代引きとは性質が異なる。



（２）配送先の本人確認義務について

① 宅配便のドライバーは配送先の居所と伝票記載内容の一致を確認の

上で荷物を配達している。

、② 代引きは主に数十万円以下の小口取引を対象としていることに加え

単なる代金の代理受領であることから、マネーロンダリング防止のた

めに貨物自動車運送事業者を規制する必然性があるとは思われない。

（３）登録制度について

① 代引きは運送行為と密接不可分な行為であり、単独で行われる金銭

の取引ではないため、為替取引には該当せず、登録は不要であると考

えられる。

② 代引きは、運送行為に附随した代金の代理受領であって、これまで

貨物自動車運送事業者が一般的に行ってきた商取引に過ぎず、貨物自

動車運送事業法に基づく規制で十分である。

５．また、仮に新しい規制が導入されることとなれば、消費者との関係におい

て、以下の問題も考えられる。

・ 供託金制度が義務付けられれば、新たな資金調達コストが生じるため

に、代引き手数料の上昇は避けられず、結果として消費者サービスを低

下させる。

・ 中小の事業者は、供託金を確保することができないために、代引きを

実施することができず、消費者の選択の幅を狭めてしまう結果となる。

・ 身分証明書等の提示により、本人確認を義務付けることは負担である

とともに煩雑であり、また、一般の消費者が公的機関ではない相手に身

分証明書等を提示することには、心理的な抵抗感もあると思われる。

６．以上のように、代引きについて新たな規制を行うこととなれば、貨物自動

車運送事業が円滑に行われず景気に対する悪影響となることが考えられるほ

か、政府全体として景気高揚策が必要となっている現状において、消費者に

負担が転嫁されるなど消費者サービスを低下させ、消費者の購買意欲に対す

る冷や水となるおそれもあるところであり、国土交通省としては、新たな規

制を設ける必要性は特段ないと考えているところである。

７．なお、平成１３年３月１２日最高裁判所第三小法廷決定の「為替取引」に

関する解釈に当たるのではないかとの指摘もあるが、これは、いわゆる地下

銀行に関する銀行法違反の判断を示したものに過ぎず、運送行為と密接不可

分である代引きについての論拠とすることは適当でないと考えられる。



＜参考＞

○貨物自動車運送事業法（平成元年法律第83号）

（運送約款）

第10条 一般貨物自動車運送事業者は、運送約款を定め、国土交通大臣の認可を受けな

ければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。

2 国土交通大臣は、前項の認可をしようとするときは、次に掲げる基準によって、これをしな

ければならない。

一 荷主の正当な利益を害するおそれがないものであること。

二 少なくとも運賃及び料金の収受並びに一般貨物自動車運送事業者の責任に関する事

項が明確に定められているものであること。

3 国土交通大臣が標準運送約款を定めて公示した場合（これを変更して公示した場合を含

む。）において、一般貨物自動車運送事業者が、標準運送約款と同一の運送約款を定め、

又は現に定めている運送約款を標準運送約款と同一のものに変更したときは、その運送約

款については、第一項の規定による認可を受けたものとみなす。

○標準貨物自動車運送約款（平成２年運輸省告示第５７７号）

（事業の種類）

第１条 当店は、一般貨物自動車運送事業を行います。

２ 当店は、前項の事業に附帯する事業を行います。

３ 当店は、特別積合せ運送を行います。

４ 当店は、貨物自動車利用運送を行います。

（附帯業務）

第６０条 当店は、品代金の取立て、荷掛金の立替え、貨物の荷造り、仕分、保管その他

貨物自動車運送事業に附帯する業務（以下「附帯業務」という。）を引き受けた場合に

は、実際に要した費用を収受します。

２ 附帯業務については、別段の定めがある場合を除き、性質の許す限り、第二章の規定

を準用します。



運送事業者による「代引き」の位置づけについて

平成２０年１１月２５日

国土交通省自動車交通局

当方の考え方については、１１月１０日のペーパーで明らかに

したところであるが、そのペーパーに加え、新たに以下の点を付

言する。

１．運送事業とは 「運送契約により物品等の場所的移動を行うも、

の （ 運輸法制通則の研究」山口真弘）であり、貨物の運送契」「

約とは 「運送人が物品を場所的に移動することを約し、荷送人、

」（「 」がこれに対し報酬を支払うことを約する契約 法律学小辞典

有斐閣）とされている。

荷送人と運送人との間の運送契約を細分すると 「荷物の引取、

り 「梱包 「仕分け 「保管 「輸送 「引渡し」等となる」、 」、 」、 」、 」、

が 荷送人と荷受人が別の人格である 代引き の場合には 引、 「 」 、「

渡し」の部分に焦点を当て、荷受人の立場から見れば、運送人

が荷送人を代理して品物を渡すという行為と、同じく荷送人を

代理して「品代金の取立て」を行う行為が併存しているもので

ある。

したがって、荷受人にとっては、品物と代金の交換がその場

で同時に行われることとなっており、これを「為替取引」であ

ると定義づけることは適当ではないと考えられる。

２．さらに、付言すれば、上述のように 「代引き」は荷送人と荷、

受人との間の商品売買と貨物運送を同時に完了させるという点

で、金銭の授受が貨物運送と全く別個に存在するいわゆる「収

納代行」とは性格を異にするものである。

３．以上のことから 「収納代行」について特段の議論があること、

は格別 「代引き」は運送行為に附随する単なる代理行為に過ぎ、

ず、為替取引であるとして規制することは無用であると考えて

いる。

４．なお、適正な運送行為の確保、荷主等利用者の保護について

は、現に貨物自動車運送事業法において対応しているところで

ある。
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平
素
よ
り
、
当
業
界
の
健
全
な
る
発
展
に
つ
き
ま
し
て
、
格
別
な
る
ご
支
援
と
ご
尽
力
を
賜
り
、
厚
く
御
礼
申
し
上
げ
ま

す
。 さ

て
、
私
ど
も
ト
ラ
ッ
ク
運
送
事
業
の
中
で
、
一
般
消
費
者
を
対
象
と
し
た
宅
配
便
等
の
消
費
者
物
流
は
、
多
様
化
、
高

度
化
す
る
消
費
者
の
ニ
ー
ズ
に
的
確
に
応
え
る
た
め
、
付
加
価
値
の
高
い
サ
ー
ビ
ス
を
提
供
し
続
け
て
い
ま
す
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特
に
、
産
地
直
送
を
は
じ
め
と
す
る
カ
タ
ロ
グ
販
売
や
テ
レ
ビ
シ
ョ
ッ
ピ
ン
グ
、
一
九
九
〇
年
代
か
ら
始
ま
っ
た
イ
ン
タ

ー
ネ
ッ
ト
の
普
及
や
高
齢
者
シ
ル
バ
ー
世
代
の
増
加
に
伴
い
、
消
費
者
の
利
便
性
を
追
求
し
た
結
果
、
「
代
金
引
換
サ
ー
ビ

ス
」
は
さ
ら
な
る
発
展
を
続
け
、
生
産
者
・
販
売
者
と
一
般
消
費
者
の
輸
送
の
仲
立
ち
と
し
て
、
国
民
生
活
と
産
業
活
動
を

支
え
る
公
共
物
流
サ
ー
ビ
ス
の
担
い
手
と
し
て
、
重
要
な
使
命
を
果
た
し
て
お
り
ま
す
。 

こ
の
よ
う
な
中
で
、
現
在
、
貴
庁
が
検
討
し
て
い
る
当
サ
ー
ビ
ス
に
対
す
る
金
融
規
制
は
、
安
全
・
環
境
コ
ス
ト
等
の
増

大
に
よ
り
厳
し
い
経
営
危
機
に
直
面
す
る
我
々
運
送
業
界
に
と
っ
て
、
経
営
コ
ス
ト
の
さ
ら
な
る
負
担
の
増
加
を
伴
う
と
と

も
に
、
当
サ
ー
ビ
ス
の
提
供
に
大
き
な
支
障
を
生
じ
る
一
方
、
消
費
者
に
と
っ
て
も
、
購
入
方
法
を
制
限
し
、
利
便
性
を
損

な
い
、
日
本
経
済
に
悪
影
響
を
及
ぼ
す
こ
と
が
懸
念
さ
れ
る
た
め
、
断
固
と
し
て
反
対
い
た
し
ま
す
。 

つ
き
ま
し
て
は
、
次
の
要
望
事
項
を
ご
賢
察
の
う
え
、
何
卒
ご
高
配
を
賜
り
ま
す
よ
う
よ
ろ
し
く
お
願
い
申
し
上
げ
ま
す
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現
在
、
金
融
庁
金
融
審
議
会
「
決
済
に
関
す
る
ワ
ー
キ
ン
グ
委
員
会
」
で
は
、
貨
物
自
動
車
運
送
事
業
が
行
う
「
代
金
引
換
サ
ー
ビ
ス
」

に
つ
い
て
、
金
融
規
制
を
検
討
さ
れ
て
お
り
ま
す
が
、
当
サ
ー
ビ
ス
は
、
貨
物
自
動
車
運
送
事
業
法
【
標
準
貨
物
自
動
車
運
送
約
款
第
六

十
条
附
帯
業
務
「
品
代
金
の
取
立
て
」
】
の
運
送
行
為
に
伴
う
附
帯
サ
ー
ビ
ス
と
し
て
、
荷
主
の
依
頼
に
よ
り
、
商
品
を
消
費
者
に
輸
送
、

引
渡
し
を
行
う
と
と
も
に
、
荷
主
に
取
っ
て
代
わ
り
、
商
品
代
金
を
代
理
受
領
す
る
サ
ー
ビ
ス
で
あ
り
、
運
送
行
為
と
不
可
分
の
関
係
に

あ
り
、
金
融
機
関
が
行
う
為
替
取
引
と
は
全
く
異
な
り
ま
す
。 

今
日
、
当
サ
ー
ビ
ス
は
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
や
テ
レ
ビ
等
の
普
及
に
伴
い
、
高
齢
者
等
の
消
費
者
が
在
宅
の
ま
ま
商
品
を
購
入
す
る
こ
と

が
で
き
る
よ
う
に
な
っ
て
お
り
、
商
品
を
販
売
し
送
る
側
で
あ
る
販
売
業
者
と
、
商
品
を
購
入
し
受
け
取
る
側
で
あ
る
消
費
者
の
双
方
に

と
っ
て
、
利
便
性
の
高
い
サ
ー
ビ
ス
と
し
て
、
我
が
業
界
の
取
扱
量
は
今
後
も
一
層
の
増
加
が
見
込
ま
れ
て
い
ま
す
。 

ま
た
、
半
世
紀
以
上
に
も
わ
た
り
、
実
施
さ
れ
て
き
た
当
サ
ー
ビ
ス
は
、
こ
れ
ま
で
貨
物
自
動
車
運
送
事
業
者
に
起
因
す
る
問
題
は
発

生
し
て
お
ら
ず
、
貴
庁
が
検
討
す
る
金
融
規
制
は
、
当
サ
ー
ビ
ス
の
提
供
に
著
し
い
支
障
を
き
た
し
、
我
が
業
界
全
体
に
お
け
る
取
扱
量

の
大
幅
な
縮
小
に
つ
な
が
る
こ
と
は
必
至
で
あ
り
、
さ
ら
に
は
消
費
者
の
利
便
性
を
大
き
く
損
ね
、
関
係
す
る
荷
主
業
界
の
発
展
を
も
阻

害
し
、
経
済
全
体
に
悪
影
響
を
与
え
る
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
り
ま
す
。 

当
サ
ー
ビ
ス
に
か
か
る
金
融
上
の
規
制
を
設
け
る
こ
と
に
は
、
断
固
と
し
て
反
対
い
た
し
ま
す
。 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

一
、
代
金
引
換
サ
ー
ビ
ス
は
、
荷
送
人
の
地
位
を
代
理
し
、
貨
物
自
動
車
運
送
事
業
者
が
品
代
金
を
代
理
受
領
す
る
も
の
で
あ
り
、
貨 

物
自
動
車
運
送
事
業
者
が
品
代
金
を
受
領
す
れ
ば
、
荷
送
人
が
品
代
金
を
収
受
し
た
こ
と
に
な
る
。
ま
た
、
商
品
の
受
領
と
と
も
に

支
払
い
が
完
了
し
、
領
収
書
が
発
行
さ
れ
、
双
方
の
履
行
が
終
了
す
る
た
め
、
代
金
を
支
払
っ
た
消
費
者
に
対
す
る
二
重
請
求
の
恐

れ
は
な
い
。
よ
っ
て
、
供
託
金
の
必
要
は
な
い
。 

  



二
、
配
達
員
は
、
配
送
先
の
住
所
と
伝
票
の
記
載
内
容
の
一
致
を
確
認
し
た
う
え
で
荷
物
を
引
渡
し
て
い
る
。 

代
金
引
換
サ
ー
ビ
ス
は
、
主
に
数
十
万
円
以
下
の
小
口
取
引
を
対
象
と
し
た
代
金
の
代
理
受
領
で
あ
る
こ
と
か
ら
、
代
金
引
換
サ
ー
ビ

ス
を
利
用
し
た
マ
ネ
ー
ロ
ン
ダ
リ
ン
グ
防
止
の
た
め
に
、
貨
物
自
動
車
運
送
事
業
者
を
規
制
す
る
必
然
性
が
な
い
。 

 

三
、
代
金
引
換
サ
ー
ビ
ス
は
運
送
行
為
と
密
接
不
可
分
の
行
為
で
あ
り
、
単
独
で
行
わ
れ
る
金
銭
の
取
引
（
為
替
取
引
）
と
は
異
な
る
も

の
で
あ
り
、
貨
物
自
動
車
運
送
事
業
者
に
対
す
る
登
録
は
不
要
で
あ
る
。
ま
た
、
代
金
引
換
サ
ー
ビ
ス
は
、
運
送
行
為
に
附
随
し
た
荷

物
代
金
の
代
理
受
領
で
あ
り
、
貨
物
自
動
車
運
送
事
業
者
が
行
っ
て
き
た
運
送
に
か
か
わ
る
附
帯
サ
ー
ビ
ス
に
過
ぎ
ず
、
貨
物
自
動
車

運
送
事
業
法
に
基
づ
き
、
定
め
ら
れ
た
義
務
を
遵
守
す
る
こ
と
で
十
分
で
あ
る
。 

 

仮
に
、
金
融
機
関
と
同
様
の
供
託
金
制
度
が
導
入
さ
れ
れ
ば
、
金
融
機
関
の
為
替
取
引
に
か
か
る
手
数
料
と
同
様
の
手
数
料
を
消
費

者
に
対
し
負
担
を
求
め
な
け
れ
ば
な
ら
ず
、
消
費
者
の
負
担
が
増
え
る
こ
と
が
購
買
意
欲
の
低
下
に
つ
な
が
り
、
景
気
へ
の
悪
影
響
が

心
配
さ
れ
る
。 

ま
た
、
供
託
金
の
確
保
が
困
難
な
中
小
運
送
事
業
者
に
と
っ
て
は
、
消
費
者
に
対
し
、
当
サ
ー
ビ
ス
の
提
供
を
継
続
す
る
こ
と
が
で

き
な
く
な
り
、
結
果
と
し
て
、
消
費
者
の
購
入
方
法
の
選
択
肢
を
さ
ら
に
狭
め
て
し
ま
う
恐
れ
が
あ
る
。 

さ
ら
に
、
本
人
確
認
の
義
務
付
け
に
つ
い
て
、
貨
物
自
動
車
運
送
事
業
者
が
身
分
証
明
書
等
の
提
示
を
消
費
者
に
求
め
る
こ
と
に
は

消
費
者
心
理
に
強
い
抵
抗
感
が
あ
り
、
本
人
確
認
し
た
こ
と
を
証
明
す
る
書
類
を
保
存
す
る
こ
と
に
つ
い
て
も
、
荷
物
の
引
渡
し
の
現

場
に
お
け
る
配
達
員
の
業
務
の
煩
雑
化
と
業
務
上
の
負
担
が
大
幅
に
増
加
す
る
こ
と
に
よ
り
、
当
サ
ー
ビ
ス
の
提
供
を
継
続
す
る
こ
と

は
極
め
て
困
難
で
あ
る
。 

  

以
上
の
よ
う
な
理
由
か
ら
、
現
在
検
討
が
行
わ
れ
て
い
る
金
融
規
制
は
代
金
引
換
サ
ー
ビ
ス
の
円
滑
な
運
用
を
妨
げ
る
た
め
、
断
固

と
し
て
反
対
い
た
し
ま
す
。 
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